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国民健康保険税の賦課方式等を変更しました
問保険年金課☎７２４・２１２４

該当する方は申請を　各種福祉手当
問障がい福祉課☎７２４・２１４８返０５０・３１０１・１６５３

パブリック
コメント
公　表

ご意見ありがとうございました

　市では、町田市子ども発達支援計画の策定にあたり、パブリックコメ
ントを実施しました。いただいたご意見は、計画策定の参考にさせてい
ただきました。ご意見の概要と市の考え方をいくつかご紹介します。	
○募集期間　2017年12月15日～2018年1月11日
○応募者数　14人　　○意見件数　51件

　詳細は、町田市ホームページで公表するほか、次の窓口でも資料を配布します。子ども
発達支援課、子ども生活部（市庁舎2階）、障がい福祉課・市政情報課・広聴課（市庁舎１階）、
各地域子育て相談センター、ひなた村、大地沢青少年センター、各子どもセンター、町田市
保健所（中町庁舎）、健康福祉会館、男女平等推進センター、生涯学習センター、各市民セン
ター、町田・南町田・鶴川の各駅前連絡所、木曽山崎・玉川学園の各コミュニティセンター、
各市立図書館、町田市民文学館、ひかり療育園、各障がい者支援センター、教育センター

ご意見の概要 市の考え方
民間の事業者が増えている中、「一人ひとりの子ど
もの発達の状況に応じた質の高い療育内容」はどう
担保されるのでしょうか?民間の事業者が入るこ
とによって、それぞれが特徴のある療育を展開して
いると思いますが、その療育が子どもに合ったもの
かどうかは誰が判断するのでしょう?発達テスト
等、十分な判断ができない事業者もあるのではない
でしょうか?

障害児相談支援をご利用いただく
と、相談支援専門員から、子どもや
家庭の状況に合ったサービス利用
計画の提案が受けられます。また、
定期的に利用状況等を検証して、
利用計画の見直し等も支援しま
す。いただいたご意見は、今後の参
考にさせていただきます。

保健所や教育センターなどと連携して「すみれ教室
（子ども発達支援課）」で0歳から１8歳未満の子ども
の発達について相談できる体制を確立するとあり
ますが、どう連携するのか、0歳から6歳まではすみ
れで、就学後は教育センターを紹介して、１8歳以降
は保健所に繋いでとなるのなら、これまでと変わら
ないような気がします。具体的にどうなるのか聞き
たいです。

「すみれ教室（子ども発達支援課）」
は、子どもの状況に応じて、さまざ
まな機関が提供するサービスの調
整を行うなど、連携の核となって
いきます。

町田市子ども発達支援計画
問子ども発達支援課☎７２６・６５７０

　下表の要件に該当する方には手当が支給される場合があります。既に
受給中の方の手続きは不要です。最近転入し、前住所地で手当を受けてい
た方は新たに手続きが必要です。
　手当の新規申請には、印鑑のほかに身体障害者手帳・愛の手帳・診断書
のいずれかと、転入者は所得証明書（区市町村によって名称が異なる）が
必要な場合があります。
　特別児童扶養手当の申請は、申請者と児童の戸籍謄本も必要です。
※下表の要件は概要のため、認定とならない場合もあります。詳細はお問
い合わせ下さい。

　国民健康保険の財政運営の責任主
体が東京都になることに伴い、
2018年度から国民健康保険税（国
保税）の賦課方式を東京都が採用す
る方式に変更しました。併せて、地方
税法施行令の改正による課税限度額
の改定、所得の低い世帯への軽減措
置の拡充も行います。
【賦課方式の変更】

　所得の低い世帯の方は、同一世帯
内の所得額や被保険者数などに応じ
て、国保税の均等割額が軽減されま
す。2018年度は5割軽減・2割軽減の
判定基準を拡大しました（表2）。
【今後の予定】
　7月上旬に納税通知書をお送りし
ます。具体的な年税額が記載されて
いますので、ご確認下さい。

　国保税は、医療分、後期高齢者支援
金分、介護分（40～６4歳の方のみ）
の合算額となっています。市では、こ
れまでそれぞれの所得割額、均等割
額、平等割額を合計して算出する方
式（３方式）を採用していました。
2018年度からは、これを東京都が
採用する方式に合わせ、所得割額、均
等割額を合計して算出する方式（2

方式）に変更します（表1）。
【課税限度額の改定】
　医療分、後期高齢者支援金分、介護
分（40～６4歳の方のみ）の合算額が、
それぞれに定められた課税限度額を
超えた場合、年税額は課税限度額の
金額になります。2018年度は医療分
の課税限度額を改定しました（表1）。
【軽減判定所得の拡大】

各種福祉手当一覧� （４月１日現在）
手当の種類 対　象 手当額（月額）

特別児童扶
養手当

①～③のいずれかに該当する20歳未満の児童を扶養
している方　①身体障害者手帳１～3級程度②愛の手
帳１～3度程度③日常生活に著しい制限を受ける程度
の障がい・精神障がいがある
※所定の診断書で審査します（手帳に代えられる場合
有り）。
※児童が施設に入所中、障がいを理由とする年金を受
給中、保護者・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上
の場合は除きます。

手当等級１級＝5
万１700円（20１8
年3月分までは5
万１４50円）
手当等級2級＝3
万４４30円（20１8
年3月分までは3
万４270円）

特別障害者
手当

①～③のいずれかに該当する重度の障がいがあるた
め、日常生活に常時特別な介護が必要な20歳以上の
方　①おおむね身体障害者手帳１・2級②おおむね愛
の手帳１・2度③上記と同等の障がい・精神障がいがあ
る
※手帳の等級にかかわらず所定の診断書で審査します。
※施設入所者、3か月を超えて継続して入院中の方、
本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上の方は
除きます。

2万69４0円
（20１8年3月分ま
では2万68１0円）

障害児福祉
手当

①～③のいずれかに該当する20歳未満の方　①おお
むね身体障害者手帳１・2級程度②おおむね愛の手帳１
・2度程度③常時介護を必要とする状態にある障がい
・精神障がいがある
※手帳の等級にかかわらず所定の診断書で審査します。
※施設入所者、障がいを理由とする年金を受給中、本
人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上の方は除
きます。

１万４650円
（20１8年3月分ま
では１万４580円）

心身障害者
福祉手当

①～④のいずれかに該当する20歳以上65歳未満の
方　①身体障害者手帳１・2級②愛の手帳１～3度③脳
性マヒ④進行性筋萎縮症
※施設入所者、所得が一定額以上の方は除きます。精
神障害者保健福祉手帳は対象になりません。

１万5500円

重度心身障
害者手当

①～③のいずれかに該当する常時複雑な介護が必要
な65歳未満の方　①重度の知的障がいで、常時著し
い精神症状がある方②重度の知的障がいと重度の身
体障がいがある方③両上肢及び両下肢の機能が失わ
れ座位困難な方
※施設入所者、3か月を超えて継続して入院中の方、
所得が一定額以上の方は除きます。

6万円

※扶養義務者＝申請者と同居している父母、祖父母、子、兄弟姉妹、孫等。

表1　2018年度からの新しい国保税率（額）

区分（対象者） 医療分 後期高齢者支援金分 介護分
（４0～6４歳の方）

改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後

所得割額Ⓐ（所得に対し） 5.１7% 5.20% １.76% １.76% １.55% １.55%

均等割額Ⓑ（１人あたり） 2万5000円 3万円 8500円 １万200円 9500円 １万2000円
平等割額Ⓒ（１世帯あたり） 9000円 3000円 3000円
課税限度額 5４万円 58万円 １9万円 １9万円 １6万円 １6万円
※１　所得割額Ⓐは、加入者それぞれの前年の総所得金額等から基礎控除33万円を引いた額に税率をかけて
計算します。
※2　世帯単位で計算したⒶⒷの合計が課税限度額を超えた場合、年税額は課税限度額の金額となります。
表2　2018年度　国保税の均等割額軽減表

区　分 年　度 軽減判定基準
7割軽減 20１8年度 33万円以下（変更無し）

5割軽減 20１8年度 33万円＋（27万5000円×国保加入者数）以下
20１7年度 33万円＋（27万円×国保加入者数）以下

2割軽減 20１8年度 33万円＋（50万円×国保加入者数）以下
20１7年度 33万円＋（４9万円×国保加入者数）以下

※特定同一世帯所属者（国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した後も、継続して同一の世帯に属する
方）がいる場合は、その人数も軽減判定基準に算入します。
※１953年１月１日以前に生まれた方で、公的年金等の受給者の方は、公的年金から１5万円を限度に控除があり
ます。

2018年度　国保税の計算例（年額）
【ケース1】年金収入のみの方の世帯（65歳以上の夫婦2人世帯で、夫の
みの年金収入で計算）

年金収入 年金所得 国保税 軽　減
１53万円 33万円 2万４１00円 7割
１68万円 ４8万円 3万４500円 7割
223万円 １03万円 8万8900円 5割
268万円 １４8万円 １４万４300円 2割
350万円 225万円 2１万４000円 ―
４50万円 30４万円 26万9000円 ―

※妻の年金収入が１20万円までは、ケース１の国保税です。
※収入は目安です。
【ケース2】給与収入のみの方の世帯（４0歳代の夫婦2人・子ども2人の
４人世帯で、夫のみの給与収入で計算）

給与収入 給与所得 国保税 軽　減
230万円 １４3万円 １8万6000円 5割
358万円 233万円 3１万8000円 2割
４50万円 306万円 ４１万7１00円 ―
550万円 386万円 ４8万5200円 ―
650万円 ４66万円 55万3200円 ―
750万円 555万円 62万9000円 ―

※妻の給与収入が65万円までは、ケース2の国保税です。
※収入は目安です。

新たに委嘱されました　民生委員・児童委員
問福祉総務課☎７２４・２５３７

　新たに委嘱され
た民生委員・児童
委員と異動のあっ
た地域は右表のと
おりです。
※その他の担当
は、福祉総務課へ
お問い合わせ下さ
い。

民生委員・児童委員（４月異動）
地　区 地　域

担当委員
氏名・電話

町田第二
本町田 １700～2008、

2035～2１１0 欠員（退任）
木曽東 ４丁目 8～１0

南第一 小川
１丁目 全(コープタ

ウンを除く) （新）坂本美智子
☎796・383１

４丁目 １3～22


